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              紀美野町第４回定例会会議録 

              平成２０年１２月９日（火曜日） 

 

○議事日程（第１号） 

平成２０年１２月９日（火）午前９時００分開議 

第 １         会議録署名議員の指名について 

第 ２         会期の決定について 

第 ３         諸般の報告について 

第 ４ 議案第９８号  紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び紀美野町 

            職員給与条例の一部を改正する条例について 

第 ５ 議案第９９号  紀美野町総合運動場条例の一部を改正する条例について 

第 ６ 議案第１００号 指定管理者の指定について（紀美野町セミナーハウス未来 

            塾） 

第 ７ 議案第１０１号 指定管理者の指定について（紀美野町山の家おいし） 

第 ８ 議案第１０２号 和歌山県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

            について 

第 ９ 議案第１０３号 工事請負契約の変更について（平成１９・２０年度紀美野町 

            総合運動場リニューアル整備工事） 

第１０ 議案第１０４号 平成２０年度紀美野町一般会計補正予算（第５号）について 

第１１ 議案第１０５号 平成２０年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算 

            （第２号）について 

第１２ 議案第１０６号 平成２０年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正 

            予算（第３号）について 

第１３ 議案第１０７号 平成２０年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

            ３号）について 

第１４ 議案第１０８号 平成２０年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第３ 

            号）について 

第１５ 議案第１０９号 平成２０年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計 

            補正予算（第３号）について 

第１６ 議案第１１０号 平成２０年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算 
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            （第２号）について 

第１７ 議案第１１１号 平成２０年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算第 

            （第３号）について 

第１８ 議案第１１２号 平成２０年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算 

            （第３号）について 

第１９ 議案第１１３号 平成２０年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第３号）に 

            ついて 

 

○会議に付した事件 

日程第１から日程第１９まで 

 

○議員定数 １６名 
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               ７番 西 口   優 君 

               ８番 伊 都 堅 仁 君 

               ９番 仲 尾 元 雄 君 

              １０番 前 村   勲 君 

              １１番 加 納 国 孝 君 

              １２番 松 尾 紘 紀 君 

              １３番 杉 野 米 三 君 

              １４番 鷲 谷 禎 三 君 

              １５番 美 濃 良 和 君 

              １６番 美 野 勝 男 君 
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              な  し 

 

○説明のため出席したもの 
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            町 長 寺 本 光 嘉 君 

            副 町 長 小 川 裕 康 君 

            教 育 長 岩 橋 成 充 君 

            総 務 課 長 岡   省 三 君 

            企画管財課長 牛 居 秀 行 君 

            住 民 課 長 中 尾 隆 司 君 

            税 務 課 長 山 本 倉 造 君 

            産 業 課 長 増 谷 守 哉 君 

            建 設 課 長 山 本 広 幸 君 

            会 計 管 理 者 岡 本 卓 也 君 

 

 

            生涯学習課長 新 家 貞 一 君 

            消 防 長 七良浴   光 君 

            保健福祉課長 井 上   章 君 

            水 道 課 長 三 宅 敏 和 君 

            地籍調査課長 西 山 修 平 君 

            防 災 課 長 三 宅 敏 和 君 

            神 野 支 所 長 峠   泰 男 君 

            代 表 監 査 中 谷   一 君 

 

○欠席したもの 

            総務学事課長 森     勲 君 

                  （９時２５分より欠席） 

教 育 次 長 兼
森         勲 君 

総務学事課長 
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○出席事務局職員 

            事 務 局 長 溝 上 孝 和 君 

            書 記 森 谷 克 美 君 
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開 会 

○議長（美野勝男君）    皆様、おはようございます。 

  早朝よりご苦労さまでございます。 

  規定の定足数に達しておりますので、ただいまから平成２０年第４回紀美野町議会定

例会を開会します。 

               （午前 ９時００分） 

 

○議長（美野勝男君）    これから本日の会議を開きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりです。 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（美野勝男君）    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定によって、１５番、美濃良

和君、１番、田代哲郎君を指名します。 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（美野勝男君）    日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

  議会運営委員長から審査結果の報告を願います。 

  議会運営委員長、加納国孝君。 

              （１１番 加納国孝君 登壇） 

○１１番（加納国孝君）    議会運営委員長報告。 

  去る１２月４日、議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果についてご報告

いたします。 

  会期は、本日から２２日までの１４日間とし、再開日は１６日、１８日、及び２２日

と決定いたしました。 

  議事の日程につきましては、配付しております議事予定日程表のとおりであります。 

  次に、一般質問の通告は、１２月１０日水曜日、午後３時までといたします。 

  次に、全員協議会につきましては、本日、本会議終了後、開催いたしたいと思います。 

  次に、総務文教常任委員会を１２月１１日木曜日、午前９時３０分から、産業建設常

任委員会は１２月１２日金曜日、午前９時３０分から開催したいと思います。 

  次に、広報編集委員会を、１２月１８日、本会議終了後、開催いたしたいと思います。 

  なお、議事の進行上、日程を順次繰り延べる場合もありますので、よろしくお願いし
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ます。 

  以上で、報告を終わります。 

              （１１番 加納国孝君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    お諮りします。 

  本定例会の会期は、ただいま報告のとおり本日から１２月２２日までの１４日間にし

たいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会の会期は、本日から１２月２２日までの１４日間と決定しまし

た。 

◎日程第 ３ 諸般の報告について 

○議長（美野勝男君）    日程第３、諸般の報告を行います。 

  監査委員から、例月出納検査結果に関する報告、町長から、旧美里町歳計外資金調査

特別委員会報告書提言に対する報告について、が提出されております。 

  お手元に配付のとおりであります。ご了承願います。 

  本定例会に提出された案件は、お手元に配付のとおりです。 

  この際、町長から行政報告の申し出がありましたので、これを許します。 

  町長、寺本君。 

             （町長 寺本光嘉君 登壇） 

○町長（寺本光嘉君）    皆さん、おはようございます。 

  開会に当たりまして、一言ごあいさつ、並びにその後の行政報告を申し上げます。 

  本日、紀美野町議会第４回定例会を招集いたしましたところ、議員各位を初め関係者

の皆さん方には、何かとご多忙の中ご出席を賜りまして、まことにありがとうございま

す。 

  先般、１２月５日、旧美里町歳計外資金問題に関して、町が業務上横領罪で告訴して

おりました段木元美里町長、田下元美里町収入役の２人が、和歌山地検に書類送検をさ

れたとのことであります。捜査は警察から検察へ移ったわけであり、町といたしまして

は早速、昨日１２月８日付で、和歌山地方検察庁検事正に意見書を提出したものであり

ます。これからは、その行方を注意深く見守りたいと考えております。 
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  また、去る１０月３日付で、旧美里町歳計外資金問題特別委員会報告による提言を頂

いておりましたが、先般、町の取り組み等のご報告を、議長あてに提出をさせていただ

きましたので、ご賢察を頂きますようお願い申し上げます。 

  次に、１０月２５日に和歌山県主催の高病原性鳥インフルエンザ、及び新型インフル

エンザの訓練が、紀美野町中央公民館を中心に開催されました。県職員及び海草管内の

自治体の職員、並びに町職員等、関係者２５０人の参加がありました。また、町も高病

原性鳥インフルエンザ対策本部の設置訓練をし、その発生に備えました。 

  次に、去る１１月１６日、白浜町で開催されました県下中学校駅伝大会において、紀

美野町立野上中学校の男子チームが、大会タイ記録で見事、優勝されました。皆様と一

緒にこの栄誉をたたえるとともに、お祝いを申し上げたいと存じます。また、選手は今

月２１日に、山口県で開催される全国大会へ出場されます。すばらしい活躍を期待いた

します。 

  次に、地上デジタル放送の対策につきましては、現在電波の中継、送受信地点の柱を

立てるための調査、及び、用地交渉等を行っており、放送電波の免許取得のための申請

書類を作成中で、平成２１年度完成を目指しております。 

  次に、公共施設の指定管理者制度についてでありますが、平成１７年に指定管理者制

度を導入した「山の家おいし」がその期限を迎え、管理者を募集したところ、１者のみ

の応募であり、審査の上、候補者となっております。また、このほど、新たに「セミナ

ーハウス」についても指定管理者制度を導入することとし、募集したところ、２者の応

募があり、審査の上、１者を選定しております。いずれもその決定について、今議会へ

上程しておりますので、ご承認をいただきますようお願いいたします。 

  さて、今期定例議会に上程している議案は、第９８号から第１１３号までの１６件で

あります。紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例、及び紀美野町職員給与条例

の一部を改正する案件ほか、条例の一部改正についての案件が１件、指定管理者の指定

についての案件が２件、和歌山県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約に

ついての案件が１件、工事請負契約の変更についての案件が１件、平成２０年度紀美野

町一般会計及び特別会計の補正予算に関する案件が１０件であります。 

  後ほど担当課長より詳しくご説明申し上げますので、十分ご審議の上、原案どおりご

可決くださいますようお願いいたしまして、ごあいさつと行政報告とさせていただきま

す。 
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  ありがとうございました。 

             （町長 寺本光嘉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    次に、一般質問の通告は、１２月１０日午後３時までに提

出願います。 

  今期定例会までに受理した陳情は、お手元に配付のとおりであります。陳情第２号は

産業建設常任委員会へ付託しましたので、報告します。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

◎日程第４ 議案第９８号 紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び紀美野町

職員給与条例の一部を改正する条例について 

○議長（美野勝男君）    日程第４、議案第９８号、紀美野町職員の勤務時間、休暇

等に関する条例及び紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例についてを議題としま

す。 

  説明を願います。 

  総務課長、岡君。 

             （総務課長 岡 省三君 登壇） 

○総務課長（岡 省三君）    それでは、議案第９８号について説明させていただき

ます。 

  紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び紀美野町職員給与条例の一部を改

正する条例について 

  紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び紀美野町職員給与条例の一部を次

のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

 平成２０年１２月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由ですが、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴うものでございます。 

  続きまして、説明させていただきます。 

  紀美野町職員の勤務時間、給与等に関する条例及び紀美野町職員条例の一部を改正す

る条例についての内容をご説明申し上げます。 

  次に書いております第１条につきましては、年次有給休暇についての説明でございま

すけれども、第１２条の第１項の３号に、「公庫の予算及び決算に関する法律第１条に

規定する公庫」と現行は書かれておるんですが、それを「沖縄振興開発金融公庫」に改

めるものでございます。 
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  次に、第２条でございますけれども、これは単身赴任手当についての条項でございま

すけれども、第１５条の２第３項中の、「公庫の予算及び決算に関する法律第１条に規

定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫に改めたいものでございます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

             （総務課長 岡 省三君 降壇） 

◎日程第５ 議案第９９号 紀美野町総合運動場条例の一部を改正する条例について 

○議長（美野勝男君）    日程第５、議案第９９号、紀美野町総合運動場条例の一部

を改正する条例についてを議題とします。 

  説明を願います。 

  総務学事課長、森君。 

            （総務学事課長 森  勲君 登壇） 

〇総務学事課長（森  勲君）    それでは、４ページをお願いします。 

  議案第９９号 紀美野町総合運動場条例の一部を改正する条例について 

  紀美野町総合運動場条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第

１項の規定により議会の議決を求める。 

 平成２０年１２月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  紀美野町総合運動場の名称を変更するものでございます。この施設は、従来の総合運

動場、今まで「若者広場」と通称申し上げておりましたが、イメージを一新していると

考えてございます。 

  今回、クレーの野球場、全天候型の１００メートル走路、走り幅跳び等の陸上競技、

サッカー、ホッケー場等の多目的芝生広場、ジョギング、ウォーキング用の周回路、遊

具や健康器具、クラブハウス、駐車場、２車線の進入道路を整備しています。 

  そして、施設内は植栽されて、公園として、幼児から高齢者まで憩いの場として楽し

んでいただけるものと考えています。 

   また、従来からの体育館、テニスコート合わせて総合的なスポーツの場と、「公

園」というイメージだと考えておりますので、この際名称を「紀美野町スポーツ公園」

に変更したいと考えでございます。 

  条例でございます。 

  紀美野町総合運動場条例の一部を改正する条例 



－１０－ 

  題名を次のように改める。「総合運動場」を「スポーツ公園」と改めさせていただき

ます。 

  その中に、「休場日」とあるのを「休園日」にさせていただきたいと思っております。 

  この条例は、平成２１年４月１日より施行する。 

  以上でございます。慎重審議の上、原案どおりご可決賜りますようよろしくお願いい

たします。 

            （総務学事課長 森  勲君 降壇） 

◎日程第６ 議案第１００号 指定管理者の指定について（紀美野町セミナーハウス未来 

              塾） 

○議長（美野勝男君）    日程第６、議案第１００号、指定管理者の指定（紀美野町

セミナーハウス未来塾）についてを議題とします。 

  説明を願います。 

  生涯学習課長、新家君。 

           （生涯学習課長 新家貞一君 登壇） 

〇生涯学習課長（新家貞一君）    ６ページをお願いします。 

  議案第１００号 指定管理者の指定について 

  紀美野町セミナーハウス未来塾の指定管理者について、下記のとおり指定したいので、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 平成２０年１２月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １ 指定管理者に管理を行わせる施設 

   所在地 紀美野町田２５番地、名称 紀美野町セミナーハウス未来塾。 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

   所在地 紀美野町小西２６６番地、名称 げんき未来塾、代表者 平井二嗣。 

  ３ 指定する期間 

   平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日まで。 

  それまでの経過といたしまして、先ほど町長からも諸般の報告でございましたが、一

般公募して２団体より申請がありました。指定管理者の候補者、選定委員会においてヒ

アリング審査をして、プレゼンテーションで最も高い評価点の「げんき未来塾」を選定

しました。 

  以上、原案どおりご可決賜りますようお願いいたします。 



－１１－ 

            （生涯学習課長 新家貞一君 降壇） 

◎日程第７ 議案第１０１号 指定管理者の指定について（紀美野町山の家おいし） 

○議長（美野勝男君）    日程第７、議案第１０１号、指定管理者の指定（紀美野町

山の家おいし）についてを議題とします。 

  説明を願います。 

  産業課長、増谷君。 

             （産業課長 増谷守哉君 登壇） 

○産業課長（増谷守哉君）    議案第１０１号 指定管理者の指定について 

  紀美野町山の家おいしの指定管理者について、下記のとおり指定したいので、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 平成２０年１２月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １ 指定管理者に管理を行わせる施設 

   所在地 紀美野中田８９９番地２９、名称 紀美野町山の家おいし。 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

   所在地 紀美野町下佐々４６８番地、名称 特定非営利活動法人、生石山の大草原 

   保存会、代表者 若林 豊。 

  ３ 指定する期間 

   平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日でございます。 

  これも同じく一般公募を行いましたが、１者の応募となりました。厳正な審査の結果、

当団体代表が管理をすることとなりました。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

             （産業課長 増谷守哉君 降壇） 

◎日程第８ 議案第１０２号 和歌山県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規 

              約について 

○議長（美野勝男君）    日程第８、議案第１０２号、和歌山県後期高齢者医療広域

連合規約の一部を変更する規約についてを議題とします。 

  説明を願います。 

  住民課長、中尾君。 

             （住民課長 中尾隆司君 登壇） 

〇住民課長（中尾隆司君）    それでは８ページをお願いします。 
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  議案第１０２号 和歌山県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約につい

て 

  和歌山県後期高齢者医療広域連合規約を次のとおり変更したいので、地方自治法第２

９１条の１１の規定により議会の議決を求める。 

 平成２０年１２月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由であります。 

  高齢者の医療の確保に関する法律施行令の全部改正等に伴うものであります。 

  次のページをお願いします。 

  和歌山県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

  和歌山県後期高齢者医療広域連合規約の一部を次のように変更するということで、第

４条中「ただし、」の次に「保険料の徴収及び被保険者の便益の増進に寄与するものと

して」を加え、「平成１８年政令第２９４号」を「平成１９年政令第３１８号」に改め

る。 

  附則、この規約は和歌山県知事の許可のあった日から施行するということで、変更の

理由につきましては、引用法律施行令について、高齢者の医療の確保に関する法律施行

令の全部改正に伴い変更が必要なためであります。 

  また、保険料の徴収の事務について、高齢者の医療の確保に関する法律第１０４条に

より市町村事務とされるものであり、この規定を同法の第４８条の規定と整合を図るた

めのものであります。 

  以上、よろしくお願いします。 

             （住民課長 中尾隆司君 降壇） 

◎日程第９ 議案第１０３号 工事請負契約の変更について（平成１９・２０年度紀美野 

              町総合運動場リニューアル整備工事） 

○議長（美野勝男君）    日程第９、議案第１０３号、工事請負契約の変更について

を議題とします。（平成１９年・２０年度紀美野町総合運動場リニューアル整備工事） 

  説明を願います。 

  総務学事課長、森君。 

            （総務学事課長 森  勲君 登壇） 

〇総務学事課長（森  勲君）    １０ページをお願いします。 

  議案第１０３号 工事請負契約の変更について 
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  平成１９・２０年度紀美野町総合運動場リニューアル整備工事について、下記のとお

り工事請負契約を変更したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処

分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求める。 

 平成２０年１２月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  契約金額の変更です。変更前１億３,５３４万５,０００円、変更後１億６,６９９万

９５０円でございます。 

  今回、総合運動場リニューアル事業の最終年度として整備しているところですが、グ

ラウンド舗装の土質改良、厚さ５センチで計画しておりましたが、旧グラウンドを整備

している中で、約４０年が経過しており、雑草や石がたくさん混在しており、現計画で

は効果が上がらないことが判明いたしました。そこで、グラウンド舗装の厚さを１０セ

ンチにするために金額の増額をお願いするものでございます。 

  また、防球柱、照明柱を建柱するに当たり、掘削を行った結果、グラウンド西側にお

いて一部土質が軟弱している等のことが判明いたしました。そこで、軟弱箇所のボーリ

ング調査を行った結果、鋼管杭にて補強するのが安全だと判断したため、変更させてい

ただくものでございます。 

  そのほか、野球場の放送設備、電気設備等の一部変更の増額も含んでございます。本

施設は、紀美野町においてサッカー、野球、陸上、ホッケー、テニス、バレーなど、グ

ラウンド、クラブハウス、体育館を備えた総合的なスポーツ施設の拠点であり、またウ

ォーキングコース８００メートルや遊具等を今回整備することになっており、町民が憩

いの場として利用することができます。 

  なお、この施設は７年後の国体のホッケー会場にも決定されています。 

  以上、慎重審議の上、原案どおりご可決賜りますようよろしくお願いいたします。 

            （総務学事課長 森  勲君 降壇） 

◎日程第１０ 議案第１０４号 平成２０年度紀美野町一般会計補正予算（第５号） 

○議長（美野勝男君）    日程第１０、議案第１０４号、平成２０年度紀美野町一般

会計補正予算（第５号）についてを議題とします。 

  説明を願います。 

  総務課長、岡君。 

             （総務課長 岡 省三君 登壇） 

○総務課長（岡 省三君）    それでは、議案第１０４号についてご説明申し上げま
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す。 

  平成２０年度紀美野町一般会計補正予算（第５号） 

  平成２０年度紀美野町の一般会計補正予算（第５号）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７,０２２万５,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７７億１,１００万５,０００

円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

   第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

   第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

   第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

                 平成２０年１２月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  予算内容についてご説明申し上げます。事項別明細でございますけれども、１９ペー

ジをご覧いただきたいと思います。 

  まず、歳入の方の内容についてご説明申し上げます。 

  地方交付税交付金の地方税等減収補てん臨時交付金でございますが、これが１６１万

２,０００円交付されるものでございます。 

  それから、地方交付税の地方交付税でございますけれども、これは普通交付税の最終

確定によるものでございまして、２億１,４３７万４,０００円の増となります。 

  それから、国庫支出金の総務費国庫補助金ですが、２,０６６万８,０００円の減額を

いたします。この内容につきましては、市町村合併の推進体制整備補助金の減額でござ

います。これは、起債にかえるためでございます。集会所の建築等の件でございます。

これは吉見集会所のことでございます。 

  それから、土木費国庫補助金ですが、８００万円の増でございます。これは、地方道

路整備臨時交付金が、補助率が５５％から６５％になったものによるものでございます。 

  それから、県支出金の民生費県補助金でございますが、６０万円の増でございます。
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それから、農林水産業費県補助金の方は３４万５,０００円の増額でございます。それ

から、教育費県補助金の方は２万２,０００円の増額でございます。 

  次のページを見ていただきたいと思います。 

  県支出金の総務費県委託金でございますが、１万９,０００円の増額でございます。 

  それから繰入金ですが、基金繰入金でございまして、財政調整基金繰り入れでござい

ます。これは減額の９,６８５万９,０００円でございます。これは財政調整基金の繰入

金でございますけれども、財調に普通交付税の増額した分を、これだけの額を財調に戻

すということでございます。 

  それから、諸収入の雑入でございますが、２８万円の増額でございます。 

  それから、町債の方ですが、総務債の方で６,９５０万円の増額でございます。これ

は合併特例債を使うものでございまして、自家発の関係と、これは災害対策本部になっ

ておる庁舎の自家発の整備に伴うものと、吉見集会所の建築に係るものでございます。 

  それから、教育債の方ですが、７００万円の減額です。これは総合運動場のリニュー

アル事業によるものでございます。 

  それから、続きまして歳出の方についてご説明申し上げます。 

  議会費の方では、１万６,０００円の増額でございます。 

  それから、総務費ですが、一般管理費の方では１９０万６,０００円の増額でござい

ます。主なものといたしましては、超勤手当が増えたということでございますが、これ

は特別対策室等の設置によりまして、裏金問題の調査等が急に出てきたためにこうなっ

たものでございます。 

  それから、企画費の方では２,０５１万７,０００円の増額でございます。これは、主

に紀美野町土地開発公社の損失補てんをするものでございます。 

  それから、電子計算費の方ですが、１０万２,０００円の増額です。それから支所及

び出張所費の方で５万８,０００円の増額でございます。 

  次のページをご覧いただきたいと思います。 

  それから、自治振興費の方では５６０万７,０００円の増額でございます。これにつ

きましては、吉見集会所の建築工事でございますが、建築資材が急に上がったためによ

る変更でございます。増額をするものでございます。 

  それから、交通安全対策費の方ですが、これにつきましては、修繕料と置いておりま

すのを工事請負費の方へかえるものでございます。 



－１６－ 

  それから、諸費の方では１４万４,０００円の増額でございますが、これは女性団体

連絡協議会の補助金でございますが、繰越金があるということで当初置いてなかったわ

けなんですが、やはり足らないということで要望がございまして、補正するものでござ

います。 

  それから、防災諸費につきましては４,７１７万３,０００円の増額でございます。内

容としましては、防災行政無線の整備工事でございます。これは個別の受信機の設置に

よるものでございます。 

  それから、防災対策の、先ほど申しましたとおり庁舎の方へ発電機の設置整備工事に

よるものでございます。 

  それから、徴税費の方でございますが、徴税総務費の方で８万３,０００円の増額で

す。 

  賦課徴収費の方で４万２,０００円の増額でございます。 

  それから、戸籍住民基本台帳費の方では６万８,０００円の増額でございます。 

  それから、統計費の方でございます。統計調査総務費ですが、１万９,０００円の増

額でございます。 

  続きまして、民生費の方でございまして、社会福祉総務費の方で８万３,０００円の

増額でございます。 

  老人福祉費の方では、１２２万３,０００円の増額でございます。 

  それから、障害福祉費の方では１５１万６,０００円の増額でございます。 

  それから、長谷毛原健康センター管理費の方ですが、５３万６,０００円の増額でご

ざいます。 

  続きまして、次のページをご覧いただきたいと思います。 

  それから、介護保険事業費の方ですが、４７７万円の増額ですが、これは介護保険事

業特別会計への繰出金でございます。 

  それから、後期高齢者医療費の方で１万４,０００円の増額でございます。これは、

後期高齢者の医療特別会計への繰り出しでございます。 

  続きまして、民生費の児童福祉総務費の方で５万９,０００円の増額でございます。 

  それから、青少年対策費の方では３,０００円の増額です。 

  保育所費の方では２２万２,０００円の増額です。 

  それから、児童館の運営費でございますが、６,０００円の増額でございます。 
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  衛生費の方へ参りまして、保健衛生総務費の方では２万円の増額でございます。 

  環境衛生費の方では５３１万５,０００円の減額でございます。これにつきましては、

美里簡易水道特別会計への繰出金が減額したものが主でございます。 

  それから、農林水産業費の方へ参りまして、農業委員会費の方では１４万３,０００

円の増額でございます。 

  農業総務費の方では、８３万３,０００円の増額でございます。 

  農業振興費の方では、１８２万６,０００円の増額でございます。これにつきまして

は、負担金の方が増えておるわけですが、林業費の鳥獣害対策費と、それから農作物の

鳥獣の防止対策事業費が統合したものによるもので、増額するものでございます。 

  それから、耕地総務費の方ですが、２３万２,０００円の増額でございます。 

  それから、農業整備費の方では４万６,０００円の増額でございます。 

  次のページをご覧いただきたいと思います。 

  その農業整備事業費の方ですが、これにつきましては設計委託料が減額になったもの

を、工事請負費の方へ変更したいものでございまして、段子峯地区の農道整備工事を推

進したいということで、こちらの方に充ててございます。 

  それから、地籍調査事業費の方ですが、１６万７,０００円の減額でございます。 

  それから、農林水産業の林業費の方ですが、林業総務費９４万８,０００円の減額で

ございます。 

  それから、林業整備事業費の方は２万９,０００円の増額でございます。 

  それから、水産業振興費の方ですが、５０万円の増額でございます。これにつきまし

ては、施設管理補助金でございますけれども、当初予算で地域資源開発センターを、警

察駐在所の改築云々の話が出ておりまして、これを候補にしておりましたけれども、こ

の話がなくなったために、漁協への補助金を、例年どおり補助するものでございます。 

  それから、商工費の観光費に参りまして、５万円の増額でございます。 

  それから、土木費の方の土木総務費では２万３,０００円の増額でございます。 

  道路橋りょう維持費の方では、３７９万８,０００円の増額でございます。 

  それから、道路橋りょう新設改良費の方では１７万８,０００円の増額でございます。 

  次のページをご覧いただきたいと思います。 

  で、主なものといたしまして、工事請負費の谷線の改良工事ですが、補償補てん及び

賠償金の方の金額が減ったのを、この道の延長を推進するために充てたいと思うのでご
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ざいます。 

  それから、公園費の方ですが、６万３,０００円の増額でございます。 

  消防費の方の常備消防費でございますけれども、主なものとしまして、消防用の備品

ですが、これは硫化水素の防護服の購入と、新規採用者の消防用の服を購入するもので

ございます。 

  それから、非常備消防費の方では１３５万３,０００円の減額でございます。これは

消防用備品に団服を買うということで、入札した後の入札差額がなるものでございます。 

  それから、教育費の方では、事務局費が１１万８,０００円の増額、教育諸費では２

万２,０００円の増額。 

  それから、教育費の小学校費の学校管理費ですが、１０万６,０００円の増額でござ

います。 

  それから、教育振興費でございますが、小学校の教材備品でございますけれども、来

年度より小学校に英語科目が必修になるために、教材をそろえたいというふうなことで

ございます。 

  それから、中学校費の学校管理費は５,０００円の増額です。 

  教育振興費の方では、４５万円の増額でございますが、これにつきましては、冒頭町

長が申しましたとおり、中学校駅伝で和歌山県大会において優勝したということでござ

いまして、山口の方へ全国大会に出場するための旅費等を補助するものでございます。 

  それから、教育費の社会教育費の方ですが、１２万２,０００円の増額でございます。 

  公民館費の方では、２６万９,０００円の増額でございます。 

  人権教育の方では、６,０００円の増額です。 

  それから、みさと天文台管理運営費の方で１４万１,０００円の増額でございます。 

  それから、セミナーハウス未来塾管理運営費の方では、６５万３,０００円の増額で

ございます。これにつきましては、大きいものとしましては、セミナーハウスの桜の老

木を伐採したいということが大きいものでございます。 

  それから、自然体験世代交流センターの管理運営費の方では６８万円の増額でござい

ます。 

  次のページをご覧いただきたいと思います。 

  保健体育総務費の方では、１０７万５,０００円の増額でございます。これは、大き

いものとしては、報償費として、謝礼等いろいろございますけれども、総合運動場のリ
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ニューアルオープンのためのセレモニーの諸費用を上げるものでございます。 

  それから、体育施設管理運営費の方では３５万６,０００円の増額でございます。大

きなものとしましては、工事請負費の方で入札差額等が出ました。その中で、備品等、

施設用の備品等を購入したいということで、備品購入費の方へ充てております。 

  それから、諸支出金の減債基金費でございますが、積立金でございます。これは繰上

償還をするために、減債基金の方へ積み立てを行うものでございます。 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

             （総務課長 岡 省三君 降壇） 

◎日程第１１ 議案第１０５号 平成２０年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予 

               算（第２号）についてから 

◎日程第１３ 議案第１０７号 平成２０年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算 

               （第３号）についてまで一括上程 

○議長（美野勝男君）    日程第１１、議案第１０５号、平成２０年度紀美野町国民

健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について、日程第１２、議案第１０６号、平

成２０年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第３号）について、及

び日程第１３、議案第１０７号、平成２０年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号）についてを一括議題とします。 

  説明を願います。 

  住民課長、中尾君。 

             （住民課長 中尾隆司君 登壇） 

○住民課長（中尾隆司）    それでは、３３ページをお願いします。 

  議案第１０５号 平成２０年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

  平成２０年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９,３６７万１,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億５,０４６万７,０００円とす

る。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
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歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２０年１２月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ３８ページをお願いします。 

  歳入でございます。３款、国庫支出金、１項、１目、療養給付費等負担金でございま

す。補正額で１億９０１万６,０００円でございます。現年度分として８,８９２万４,

０００円、過年度分として２,００９万２,０００円でございます。 

  それと、４款の療養給付費等交付金の１項、１目、療養給付費等の交付金で、補正額

が２,２１７万７,０００円でございます。これは現年度分として支払基金からの分であ

ります。 

  ５款の前期高齢者交付金で、１項、１目、前期高齢者交付金で１億１,５９４万７,０

００円の減額であります。これにつきましては、６５歳以上の退職者医療が一般の国保

に編入されたため、当初支払基金からの示されていた額と実際との差が出たためでござ

います。 

  ６款の県支出金の２項、１目、県補助金でございます。補正額が１,６７０万８,００

０円であります。これは県の調整交付金であります。 

  ９款、諸収入で、２目の雑入でございます。補正額が６６万円で、これは高齢者医療

制度の円滑運営事業費の補助金であります。 

  １０款の繰入金、２目の財政調整基金繰入金で、補正額が６,１０５万７,０００円で

ございます。これは財政調整基金繰入金で６,１０５万７,０００円を繰り入れるもので

あります。 

  次のページをお願いします。 

  歳出１款、総務費、１項、１目、一般管理費でございます。補正額が７９万３,００

０円で、需用費で６万６,０００円、役務費で２５万７,０００円、委託料で４７万円で

ございます。 

  次に、２項の徴税費、１目賦課徴収費で、職員手当、これは特別徴収事務業務の時間

外手当でございます。 

  ２款、保険給付費の１項の１目、療養給付費で８,２００万円の補正でございます。

これにつきましては一般被保険者療養給付の８,２００万ということで、８月診までの

実績に伴い、給付費の伸びを見込んだためでございます。 

  ２目の療養費で、補正額は０でありますが、１５５万４,０００円、これにつきまし
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ては財源変更になります。 

  次に、２款の保険給付費、２項の１目、療養給付費で、補正額は０でありますが、１,

６９８万９,０００円につきましては、これも財源変更ということでお願いいたします。 

  次に、２款、保険給付費、２項の２目、療養費で、補正額が３７万円であります。こ

れは退職者医療の療養費でございます。 

  次の２款の保険給付費の４項、１目、一般被保険者高額療養費で、８１０万円の補正

でございます。これにつきましては一般被保険者高額療養費として、８月診までの月平

均が７７０万ということで、これも当初の見込みの差を計上しております。 

  ２目の退職被保険者高額療養費で、補正額は０でありますけども、２３３万４,００

０円につきましては財源変更でございます。 

  ３款の後期高齢者支援金等で、１項、１目、後期高齢者支援金で、これも補正額が０

でありますけども、２,５４３万７,０００円につきましては財源変更でございます。 

  ４款の前期高齢者納付金等、１項、１目、前期高齢者納付金は、１６万７,０００円

の減額であります。これは支払基金への納付金で、納付金額が決定したための差額調整

であります。 

  次のページをお願いします。 

  ５款、老人保健拠出金で、１項、１目、老人保健医療費拠出金で、補正額が１０３万

３,０００円でございます。これも２０年度拠出金の確定に伴う、足らず分の額でござ

います。 

  ２目、老人保健事務費拠出金、４万７,０００円でございます。これにつきましても、

老人保健事務費の拠出金の確定に伴い、足らず分の額の補正であります。 

  ６款、介護納付金、１項、１目、介護納付金で、１８万８,０００円の減額になりま

す。これにつきましても、介護納付金の確定に伴う額の減額でございます。 

  ８款、保険事業費で、１目、疾病予防費で、１４３万３,０００円の補正でございま

す。これにつきましては、人間ドック委託料ということで、ドック利用者が見込みより

も多くなったためでございます。 

  ９款、諸支出金、１項、１目、保険税の還付金で、１０万円の補正でございます。こ

れは過誤納の還付金の分であります。 

  次のページをお願いします。 

  議案第１０６号 平成２０年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算
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（第３号） 

  平成２０年度紀美野町の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第３号）は次に

定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１億１,３９７万円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２０年１２月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ４７ページをお願いします。 

  歳出でございます。１款、総務費の１項、１目、一般管理費で、補正額が６万３,０

００円でございます。これは一般職員の共済費の分でございます。 

  ２款、医業費、１項、１目、医療用機械機器費でございます。５万６,０００円の補

正でございます。これにつきましては備品購入ということで、診療所のストレッチャー

１台分でございます。 

  ２目の医療用消耗品費でございます。これは１１万９,０００円の減額でございます。

これは需用費の消耗品の分でございます。 

   次のページをお願いします。 

  議案第１０７号 平成２０年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

  平成２０年度紀美野町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は次に定めると

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１万４,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億２,８０２万２,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２０年１２月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ５３ページをお願いします。 

  歳入であります。３款の繰入金で、１項、１目、一般会計繰入金で、補正額が１万４,

０００円であります。これは職員給与費の繰り入れでございます。 

  次のページをお願いします。 
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  歳出で、１款の総務費、１項、１目、一般管理費で、補正額として１万４,０００円

であります。これは一般職員等の共済費の分であります。 

  以上、簡単な説明でございますが、よろしくお願いいたします。 

             （住民課長 中尾隆司君 降壇） 

◎日程第１４ 議案第１０７号 平成２０年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算 

               （第３号）について 

○議長（美野勝男君）    日程第１４、議案第１０８号、平成２０年度紀美野町介護

保険事業特別会計補正予算（第３号）について。 

  説明を願います。 

  保健福祉課長、井上君。 

            （保健福祉課長 井上 章君 登壇） 

○保健福祉課長（井上 章君）    議案書の５５ページをお開きください。 

  議案第１０８号 平成２０年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

  平成２０年度紀美野町の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は次に定めるとこ

ろによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,５５１万８,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億４,７４８万２,０００円とす

る。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２０年１２月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  議案書の６０ページをお願いいたします。 

  まず、歳入でございます。第３款の国庫支出金の１目、介護給付費負担金で、７０２

万８,０００円の増額でございます。これにつきましては、介護給付費の２０％でござ

います。 

  続いて、同じく国庫支出金の調整交付金でございます。３４４万３,０００円の増額

でございます。これにつきましても、同じく地域支援事業、あるいは介護給付費の保険

料負担分を補うものでございます。 

  それから、４款の支払基金交付金、１目の介護給付費交付金で、１,０８９万３,００
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０円の増額でございます。これにつきましても、介護給付費の３１％分に相当するもの

でございます。 

  第５款、県支出金の１目、介護給付費負担金で、４３９万２,０００円の増額でござ

います。これにつきましては、介護給付費の１２．５％に相当する分でございます。 

  ６款の繰入金、一般会計繰入金の１目、介護給付費繰入金で、４３９万２,０００円

の増額でございます。これにつきましては、介護給付費の１２.５％に相当するもので

ございます。 

  同じく繰入金の、３目の地域支援事業費繰入金、包括的支援・任意事業で、３２万８,

０００円でございます。これにつきましては、職員給与に係る繰入金でございます。 

  同じく、４目の事務費繰入金で、５万円でございます。これは、事務費に係る繰入金

でございます。 

  次のページの、７款、繰越金で、４９９万２,０００円の増額でございます。これに

つきましては前年度の繰越金でございます。 

  ６２ページをお願いいたします。 

  歳出の部でございますが、１款、総務費の２目、認定調査等費で、５万円の増額でご

ざいます。これにつきましては、１１節、需用費の修繕料でございます。 

  続いて、２款の保険給付費、１項、１目の居宅介護サービス給付費で、３,０００万

円の増額でございます。これにつきましては、居宅介護サービス給付費の見込みの増額

によるものでございます。 

  同じく、６目の居宅介護サービス計画給付費で、４００万円の増額です。これにつき

ましても、居宅介護サービス計画給付費の増によるものでございます。 

  続いて、３項、その他諸費で、１目、審査支払手数料で１０万円の増額でございます。

これについても、支払手数料の増に伴うものでございます。 

  同じく、２款の４項、１目の高額介護サービス費で、１００万円の増額です。これに

つきましても、高額介護サービス費の伸びによるものでございます。 

  次のページの、５項の特定入所者介護サービス等費で、２目の特定入所者介護予防サ

ービス等費で４万円の増でございます。これも、特定入所者介護予防サービス費の伸び

によるものでございます。 

  次の４款、地域支援事業費、１項、２目の介護予防一般高齢者施策事業費で、１６万

５,０００円の増でございます。これにつきましては、給料等の人件費の増額によるも
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のでございます。 

  同じく４款の２項、３目の総合相談事業費で、９万６,０００円の増額でございます。

これも人件費の伸びによるものでございます。 

  同じく、５目の包括的、継続的ケアマネジメント支援事業費で、６万７,０００円の

増額です。これも共済費の伸びによるものでございます。 

  以上、説明とさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

            （保健福祉課長 井上 章君 降壇） 

◎日程第１５ 議案第１０９号 平成２０年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別 

               会計補正予算（第３号）について 

○議長（美野勝男君）    日程第１５、議案第１０９号、平成２０年度紀美野町のか

みふれあい公園運営事業特別会計補正予算（第３号）について。 

  説明を願います。 

  産業課長、増谷君。 

             （産業課長 増谷守哉君 登壇） 

○産業課長（増谷守哉君）    それでは、６５ページをお願いします。 

  議案第１０９号、平成２０年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計補正予

算（第３号） 

  平成２０年度紀美野町ののかみふれあい公園運営事業特別会計補正予算（第３号）は

次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７万５,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６,１４１万９,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２０年１２月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ７０ページをお願いします。 

  歳入からご説明させていただきます。 

  ５款、繰入金、第１目、財政調整基金繰入金でございます。これは、今回の補正での

歳出の増額分１７万５,０００円を充当するため、財政調整基金から繰り入れを行うも

のでございます。 
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  次、７１ページをお願いします。 

  歳出、１款、総務費、１目、一般管理費、１７万５,０００円の増額でございます。 

  この内容につきましては、共済費２万２,０００円、これは一般職の共済費でござい

ます。需用費２１万３,０００円、これは公園で運営管理に伴う、使用する燃料費２万

７,０００円、並びに水道料１８万６,０００円の増額分でございます。 

  役務費６万円の減額、これにつきましては平成２０年３月に国際パークゴルフ協会の

公認コース認定規定の一部改正によりまして、認定コース申請者は、協会のコース会員

でなくてはならないとの改正がありました。この時点におきましては、紀美野町はコー

ス会員ではございませんでしたので、平成２０年度中のコース会員への入会、並びに公

認コースの更新を予定しておりましたが、協会側の柔軟な、経過措置の運用を認めると

いうことで、これを通常の更新年度の平成２１年度に行うこととして、今回、この６万

円の手数料を減額するものでございます。 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

             （産業課長 増谷守哉君 降壇） 

◎日程第１６ 議案第１１０号 平成２０年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予 

               算（第２号）について 

○議長（美野勝男君）    日程第１６、議案第１１０号、平成２０年度紀美野町農業

集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について。 

  説明を願います。 

  建設課長、山本君。 

             （建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    それでは、７２ページをお願いします。 

  議案第１１０号 平成２０年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号） 

  平成２０年度紀美野町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）は次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０万１,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２,６０４万５,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
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歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２０年１２月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  次に、７７ページをお願いします。 

  ３款、繰入金、１目、繰入金、一般会計よりの繰入金２０万１,０００円の増額をお

願いするものでございます。 

  続きまして、７８ページをお願いします。 

  歳出、総務費、一般管理費を、２０万１,０００円の増額の補正でございます。主な

ものは、し尿汚泥汲取料が、当初予定より約１４立米増えたことに伴うものでございま

す。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

             （建設課長 山本広幸君 降壇） 

◎日程第１７ 議案第１１１号 平成２０年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予 

               算（第３号）についてから 

◎日程第１９ 議案第１１３号 平成２０年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第３ 

               号）についてまで一括上程 

○議長（美野勝男君）    日程第１７、議案第１１１号、平成２０年度紀美野町野上

簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について、日程第１８、議案第１１２号、平

成２０年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について、及び日程

第１９、議案第１１３号、平成２０年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第３号）に

ついて一括議題とします。 

  説明を願います。 

  水道課長、三宅君。 

             （水道課長 三宅敏和君 登壇） 

○水道課長（三宅敏和君）     ７９ページをお開き願います。 

  議案第１１１号 平成２０年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号） 

  平成２０年度紀美野町の野上簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２８２万８,０００円を追加し、
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歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億１,１３０万３,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成２０年１２月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ８４ページをお開き願います。 

  歳入でございます。５款、諸収入、１目の雑入２８２万８,０００円の増額につきま

しては、平成１９年度課税期間分の消費税確定申告額の確定によりまして、消費税還付

金があったものでございます。 

  続きまして、８５ページの歳出でございます。 

  １款、衛生費、１目の一般管理費、４節の共済費５,０００円の増額につきましては、

共済組合の長期経理掛金等の変更により、負担金が増額となったものでございます。 

  続きまして、２目の作業費、１１節、需用費の中の修繕料１５０万円の増額につきま

しては、仕切り弁及び減圧弁等の修繕費用でございます。 

  次の第３款、予備費につきましては、１３２万３,０００円をお願いするものでござ

います。 

  ８６ページをお開き願います。 

  議案第１１２号 平成２０年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号） 

  平成２０年度紀美野町の美里簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６万４,０００万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１,８１７万３,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

   第２条 地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」による。 

平成２０年１２月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ９２ページをお開き願います。 

  歳入でございます。３款、繰入金、１目の一般会計繰入金５３４万１,０００円の減
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額につきましては、平成１９年度分の消費税還付金、及び消火栓設置負担金の歳入増額

に伴うものでございます。 

  続きまして、４款、諸収入、１目の雑入６７０万５,０００円の増額につきましては、

一つは平成１９年度課税期間分の消費税確定申告額の確定によりまして、５５０万５,

０００円の消費税還付金があったものでございます。 

  もう一つは、消火栓設置負担金１２０万円の増額につきましては、国道３７０号美里

バイパス配水管新設工事に伴いまして、３基分の消火栓設置負担金でございます。 

  続きまして、７款、町債、１目の簡易水道事業債１２０万円の減額でございますが、

さきの９月定例議会におきまして国道３７０号美里バイパスの中の神野保育所の南側へ

の水道配水管の先行工事として、７００万円の予算をご承認賜っているものでございま

すけれども、その後実施設計において消火栓３基を１２０万円で設置する計画となりま

した。この分につきましては、一般会計から繰り入れてますので、起債対象外となり、

減額となったものでございます。 

  また、この工事の財源につきましては、当初全額簡易水道事業債で対応する計画であ

りましたけれども、その後、有利な過疎対策事業債として２９０万円が対象となったも

のでございます。 

  続きまして、９３ページの歳出でございます。 

  １款、衛生費、１目の一般管理費につきましては、１６万４,０００円の増額でござ

います。内訳でありますが、４節の共済費２万２,０００円の増額につきましては、共

済組合の長期経理掛金等の変更によりまして負担金が増額となったものでございます。 

  次の１２節の役務費４万８,０００円の増額につきましては、水道料未納者への納付

書発送時の切手代でございます。 

  次の２３節、償還金利子及び割引料９万４,０００円の増額につきましては、水道料

過誤納還付金でございます。 

  次の２目の作業費、及び３目の施設整備については、補正はございませんけれども、

財源内訳の科目変更をお願いするものでございます。 

  続きまして、少し戻っていただきまして、８９ページをお開き願います。 

  第２表、地方債の補正でございます。先ほど歳入で説明させていただきましたとおり、

神野保育所の下の美里バイパスの先行工事の中で、当初簡易水道事業債で全額対応する

計画でありましたが、有利な過疎対策事業債の両方で対応することとなりました。この
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ため、追加として過疎対策事業債２９０万円をお願いするものでございます。 

  また、消火栓設置負担金１２０万円が起債対象外でありますので、変更といたしまし

て、今回、簡易水道事業債の限度額を２９０万円とするものでございます。 

  なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更はございません。 

  続きまして、９４ページをお開きをいただきたいと思います。 

  議案第１１３号 平成２０年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第３号） 

  第１条 平成２０年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めると 

   ころによる。 

  第２条 平成２０年度紀美野町上水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支 

   出の予定額を、次のとおり補正する。 

  まず、収入でございますが、第８款、水道事業収益につきましては、今回変更はござ

いません。 

  続きまして、支出でございますが、第９款、水道事業費用、これにつきましても今回

補正額はないんですけれども、内訳としまして、第１項、営業費用としまして５万４,

０００円の増額、及び第４項、予備費につきましては５万４,０００円の減額をお願い

するものでございます。 

平成２０年１２月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ９６ページをお開き願います。 

  収益的収入及び支出でございますが、収入につきましては、８款、水道事業収益の変

更はございません。 

  次に支出でございますが、９款、水道事業費用、１項、営業費用で５万４,０００円

の増額でございます。内訳としましては、一つは２目、配水及び給水費で１万６,００

０円の増額でございまして、内容は５節の法定福利費として、共済組合の長期経理掛金

等の変更によりまして負担金が増額となったものでございます。 

  もう一つは、次の４目、業務及び総経費で３万８,０００円の増額でございます。こ

れにつきましても、同じく共済組合の長期経理掛金等の変更によりまして負担金が増額

となったものでございます。 

  次の４項、予備費で５万４,０００円の減額をお願いするものでございます。 

  以上、よろしくご審議をいただきまして、原案どおりご可決賜りますようお願いを申

し上げます。 
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             （水道課長 三宅敏和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 散 会 

○議長（美野勝男君）    本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。 

 

（午前１０時２０分） 

 

 


